
第６回建設小委員会 次第 

 

日 時： 平成１６年２月１６日（月） 午前９時３０分から 

会 場： 木曽川町役場３階 大委員会室 

 

１ 開会 

 

 

２ 議題 

（１） 提案事項 

   協議建設第７号 上・下水道事業（その３）について       （資料１） 

      

３ その他 

建設小委員会の日程について                     （資料２） 

 

 

４ 閉会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１ 

 

 

 

上・下水道事業について（協定項目第２３－２３号） 
 

 

 
上・下水道事業に係る調整方針（案）を次のとおり提案する。 

 

 

協定項目 上・下水道事業（その３） 

調整方針 水洗便所改造等資金に係る助成については、新市において対象者 

に銀行等の融資のあっせんを行い、金利相当分の利子を補給する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

協 議 状 況 

提 案 平成１６年 ２月１６日 

協 議 平成  年  月  日 

確 認 平成  年  月  日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料１ 
協議建設第７号 



２ 

建設小委員会の日程について 

 
今後予定されている会議は下記のとおりとする。 

回 日  程 場  所 
７ ３月３１日（水）午後２時００分 木曽川町役場３階 大委員会室  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料２ 



　建設小委員会

　　協　議　附　属　資　料

　＜協議建設第３号　２３－２３　上・下水道事業（その３）＞

　一宮市・尾西市・木曽川町合併協議会

　　平成１６年２月１６日



一宮市・尾西市・木曽川町合併協議会の調整内容

  新市において対象者に銀行等の融資

のあっせんを行い、金利相当分の利子

を補給する。

１　貸付対象工事 １　融資あっせん対象工事 １　補助対象工事 １　融資あっせん対象工事

（1）くみ取便所を公共下水道に接続し 　・ くみ取便所を水洗便所に改造する 　公共下水道の供用開始に伴う接続時の （1）くみ取便所を水洗便所に改造する

　　 て水洗便所に改造する工事 　　 ための便器及び付属器具の設置工 排水設備工事 　　 ための便器及び付属器具の設置工

（2）し尿浄化槽を廃止して当該便所を 　　 事並びにこれと同時に施工するそ 　　 事並びにこれと同時に施工するそ

　　 公共下水道に接続する工事 　　 の他の排水設備工事 　　 の他の排水設備工事

  ・ 浄化槽の廃止工事及びこれと同時 （2）浄化槽の廃止工事及びこれと同時

　　 に施工するその他の排水設備工事 　　 に施工するその他の排水設備工事

２　貸付限度額 ２　融資あっせんの額 ２　融資あっせんの額

（1）450,000円/1箇所 　・ 改造資金が100万円までは全額 　　金融機関において新規に口座を開設 （1）600,000円/1箇所

　・ 改造資金が100万円を超え200万円 　し、３年以上（１回最小1,000円以上）

（2）250,000円/1箇所 　　 までは 　排水工事設備改造工事の費用として積 （2）400,000円/1箇所

   100万円を超えた額×80％＋100万円 　立てた場合、その額に対して２％を補

  （180万円限度) 　助(積立額８０万円を限度）する

３　１家屋当たり貸付限度数 　 ３　１家屋当たり貸付限度数

（1）、（2）ともに２箇所/１家屋まで 　実績：無（H16.4.1供用開始） （1）、（2）ともに２箇所/１家屋まで

３　融資あっせんの条件 ４　融資あっせんの条件

　・ 利息：無利息 　・ 利率：政府資金貸付利率以内 　・ 利率：政府資金貸付利率以内

　・ 償還方法：６０月（３０回） 　・ 償還方法：据置期間６月を含む 　・ 償還方法：６０月（６０回）以内

　　 ６０月（５４回）以内 　　 

　　実績（１４年度）

　　くみ取便所の改造　　１７箇所 ４　償還した利子については，年度末に ５　償還した利子については，年度末に

　　し尿浄化槽の改造　　９３箇所 　　補給する 　　補給する

　　実績：無（H16.4.1供用開始）

公共下水道積立奨励補助金

上・下水道事業（その３）

２　補助金

補給制度

水洗便所改造資金貸付

４　貸付の条件

水洗便所改造資金融資あっせん及び利子１．水洗便所改造等

項    目 一  宮  市 尾  西  市 木  曽  川  町

 　 資金に係る助成

    

建設部会　水道・下水道分科会

調整方針（案）

各項目の調整方針

協　議　項　目

  水洗便所改造等資金に係る助成については、新市において対象者に銀行等の融資のあっせんを行い、金利相当分の利子を補給する。
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利子相当額（元利均等償還）　19,716円利子補給額（元利均等償還）28,764円  補助金　　　　　       　12,120円 利子補給額（元利均等償還）26,288円

利子相当額（元利均等償還）　10,952円利子補給額（元利均等償還）22,533円  補助金　　　　　       　 9,540円 利子補給額（元利均等償還）17,524円

※政府系金融機関貸付利率１．7％

※尾西市の償還方法：据置期間６月を含む６０月以内

※新市の償還方法：６０月以内

し尿浄化槽便所

　くみ取り便所

   606,000×2％＝12,120円

  477,000×2％＝9,540円

 貸付金　450,000円 借入金　 600,000円

貸付金　 250,000円  借入金　470,000円

借入金　 600,000円

  借入金　400,000円

　水洗便所改造等資金に係る助成比較例

尾西市
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新市（案）木曽川町

　工事費606,000円
　の場合

　工事費477,000円
　の場合

 

一宮市
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（単位　　円）

くみ取り

塩ビ管φ100mm　Ｌ＝ 12.4 m× 4,780 59,000

管布設工（機械掘削） 塩ビ管φ 75mm　Ｌ＝ 2.0 m× 3,740 7,000

塩ビ管φ 50mm　Ｌ＝ 2.2 m× 1,860 4,000

汚水ます設置工 5 基× 20,150 100,000

接続ます設置工 1 基× 30,000 30,000

80,000

（ 63,000 ）

75,000

便所内装工事 67,000

給水工事 12,000

仮設便所 1 基× 20,000 20,000

454,000

（ 263,000 ）

68,000

（ 39,000 ）

522,000

（ 302,000 ）

84,000

606,000

（ 386,000 ）

工　　　　　　　　　種

諸経費（上記小計の１５％）

小　　　　　　　　　　　　　計

コンクリート復旧工（厚５cm）　布設延長11.4m×幅1m×6,412×1.15（諸経費） 84,000

51,000

393,000
合　　　　　　　　　　　　　計

342,000

4,000

100,000

30,000

142,000
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排 水 設 備 工 事 費 試 算 （ 概 算 ） 表

便槽又は浄化槽（７人槽）撤去

　　　　　　浄化槽（７人槽）埋殺

合　　　　　　　　　　　　　　計
477,000

水洗便器据付工（便器含む）

浄化槽

59,000

7,000



水洗便所の助成状況 （平成15年4月1日現在）

１戸当りの貸付金額 返済月数 一般家庭１戸当り 生活扶助世帯１戸当

（千円） （月） 金額　　　　　(千円） たり金額　　　　(千円）

600 50 60万円から住宅維持費を
差し引いた額

600 50 60万円から住宅維持費を
差し引いた額

400 40

400 40

500 40

500 40

450 36

270 36

700 40

400 40

540 36

540 36

700 40

700 40

600 40 便槽１箇所増すごとに20万円加算

400 40 浄化槽１箇所増すごとに20万円加算

600 36

600 36

720 60 10

720 60 10

540 36

360 36

600 60 便所が２箇所以上ある場合は40万円まで加算

400 60 便所が２箇所以上ある場合は20万円まで加算

500 36 10

500 36 10

500 36 トイレ１組増すごとに50万円加算

500 36

400 45 1箇所増すごとに10万円加算

400 45 　　　　　　　　　　　　　　上限　100万円

800 40 240

500 40 240

600 60 便槽１ｹ増すごとに30万円加算

300 60 便槽１ｹ増すごとに15万円加算

500 36

500 36

600 36

600 36

※上段：くみ取り便所　　下段：し尿浄化槽

全額

全額

全額

融資斡旋利子補給　便所１箇所増すごとに10
万円加算

融資斡旋利子補給

日進市

融資斡旋利子補給

融資斡旋利子補給

融資斡旋利子補給

知多市

尾張旭市

岩倉市

豊明市

小牧市

稲沢市

大府市

津島市

犬山市

常滑市

江南市

東海市

豊田市

豊橋市

岡崎市
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補助制度

備　　考　　欄市町村名

瀬戸市

融資斡旋利子補給　１箇所増すごとに10万円
加算

融資斡旋利子補給

半田市

春日井市

貸付制度


